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■ はじめに■ はじめに■ はじめに■ はじめに

平成２１年５月２１日か平成２１年５月２１日か平成２１年５月２１日か平成２１年５月２１日か

ら裁判員制度がスタートしら裁判員制度がスタートしら裁判員制度がスタートしら裁判員制度がスタートし

ます。従業員の方が裁判員ます。従業員の方が裁判員ます。従業員の方が裁判員ます。従業員の方が裁判員

に 選 ば れ る こ と を 想 定 しに 選 ば れ る こ と を 想 定 しに 選 ば れ る こ と を 想 定 しに 選 ば れ る こ と を 想 定 し

て、就業規則を改正する必て、就業規則を改正する必て、就業規則を改正する必て、就業規則を改正する必

要があります。要があります。要があります。要があります。

そこで、本レポートではそこで、本レポートではそこで、本レポートではそこで、本レポートでは

最も典型的な改正モデル案最も典型的な改正モデル案最も典型的な改正モデル案最も典型的な改正モデル案

を紹介していきたいと思いを紹介していきたいと思いを紹介していきたいと思いを紹介していきたいと思い

ます。なお、裁判員選任手ます。なお、裁判員選任手ます。なお、裁判員選任手ます。なお、裁判員選任手

続きの流れを意識した規定続きの流れを意識した規定続きの流れを意識した規定続きの流れを意識した規定

としています。としています。としています。としています。

裁判員候補者の届け出裁判員候補者の届け出裁判員候補者の届け出裁判員候補者の届け出■

第○条 従業員が、裁判員第○条 従業員が、裁判員第○条 従業員が、裁判員第○条 従業員が、裁判員

候 補 者 に 選 任 さ れ た 場 合候 補 者 に 選 任 さ れ た 場 合候 補 者 に 選 任 さ れ た 場 合候 補 者 に 選 任 さ れ た 場 合

は、これを会社に届け出なは、これを会社に届け出なは、これを会社に届け出なは、これを会社に届け出な

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。

（解説）前年の１２月頃に

次年における裁判員候補者

が決まり、当該候補者には

裁判所から通知がなされま

す。

この場合、従業員に裁判

員候補者に選任されたこと

を会社に届け出させれば、

会社の業務との調整ができ

本人に出頭させやすくなり

ます。

休暇申請手続き休暇申請手続き休暇申請手続き休暇申請手続き■

第○条 従業員は、裁判員第○条 従業員は、裁判員第○条 従業員は、裁判員第○条 従業員は、裁判員

候補者として裁判員等選任候補者として裁判員等選任候補者として裁判員等選任候補者として裁判員等選任

手続きの期日に裁判所へ出手続きの期日に裁判所へ出手続きの期日に裁判所へ出手続きの期日に裁判所へ出

頭する場合、裁判員として頭する場合、裁判員として頭する場合、裁判員として頭する場合、裁判員として

選任されその職務に従事す選任されその職務に従事す選任されその職務に従事す選任されその職務に従事す

る必要がある場合は、当該る必要がある場合は、当該る必要がある場合は、当該る必要がある場合は、当該

裁判所からの呼出状の写し裁判所からの呼出状の写し裁判所からの呼出状の写し裁判所からの呼出状の写し

を添付した書面により休暇を添付した書面により休暇を添付した書面により休暇を添付した書面により休暇

を申請することができる。を申請することができる。を申請することができる。を申請することができる。

（解説）従業員が裁判員等

として出頭するために裁判

員休暇を申請したときは、

会社は休暇を付与すべき義

務 が あ り ま す （ 労 基 法 ７

条 。ただし、不正な休暇）

取得を防止するために、呼

出状の写しを提出させるこ

とは合理性があります。

２ 従業員は前項の休暇取２ 従業員は前項の休暇取２ 従業員は前項の休暇取２ 従業員は前項の休暇取

得後速やかに、当該裁判所得後速やかに、当該裁判所得後速やかに、当該裁判所得後速やかに、当該裁判所

の発行する出頭証明書を提の発行する出頭証明書を提の発行する出頭証明書を提の発行する出頭証明書を提

出しなければならない。出しなければならない。出しなければならない。出しなければならない。

（解説）これも裁判員休暇

の不正取得を防止する趣旨

です。裁判所は呼出状の一

部に設ける出頭証明書欄に

証明スタンプを押印するな

どの証明を検討しているよ

うです。この証明を活用す

るのです。

待遇待遇待遇待遇■

第○条 第○条記載の休暇第○条 第○条記載の休暇第○条 第○条記載の休暇第○条 第○条記載の休暇
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については無給とする（７については無給とする（７については無給とする（７については無給とする（７

８頁 。８頁 。８頁 。８頁 。））））

（解説）従業員が裁判員等

として出頭する場合、会社

としては休暇を与える義務

があります。しかし、有給

扱いにする義務まではあり

ません。

また、地方の中小企業の

場合は、有給休暇とする規

定を置くのは経営上難しい

かもしれません。

そこで、無給とするモデ

ルを示しました。

ただし、完全月給制の場

合、給与の減額の扱いをど

うするのかを意識して別途

規定を整備しておく必要が

あります。

不選任決定の取り扱い不選任決定の取り扱い不選任決定の取り扱い不選任決定の取り扱い■

第○条 不選任の決定がな第○条 不選任の決定がな第○条 不選任の決定がな第○条 不選任の決定がな

された場合には、裁判員休された場合には、裁判員休された場合には、裁判員休された場合には、裁判員休

暇は終了し、従業員は出勤暇は終了し、従業員は出勤暇は終了し、従業員は出勤暇は終了し、従業員は出勤

しなければならない。ただしなければならない。ただしなければならない。ただしなければならない。ただ

し、不選任決定がなされたし、不選任決定がなされたし、不選任決定がなされたし、不選任決定がなされた

当日についてはこの限りで当日についてはこの限りで当日についてはこの限りで当日についてはこの限りで

はない。はない。はない。はない。

（解説）裁判員裁判の予定

日数は３～５日とされてい

ます。従業員は、これを見

越して数日分の裁判員休暇

を 申 請 す る こ と に な り ま

す。

そうすると、一度申請に

よ り 取 得 し た 裁 判 員 休 暇

も、結果的に不選任決定が

なされた場合は不要だった

ということになります。そ

こで、休暇の終了規定を置

く必要がでてきます。

また、選任手続きは午前

中になされる予定ですから

不選任になった場合は当日

午後は時間が余ることにな

ります。この場合に、労働

を命じることができるか否

かも規定が必要です。

解任の取り扱い解任の取り扱い解任の取り扱い解任の取り扱い■

第○条 裁判員又は補充裁第○条 裁判員又は補充裁第○条 裁判員又は補充裁第○条 裁判員又は補充裁

判員となった従業員が、裁判員となった従業員が、裁判員となった従業員が、裁判員となった従業員が、裁

判所の決定により裁判の途判所の決定により裁判の途判所の決定により裁判の途判所の決定により裁判の途

中で裁判員を解任されたと中で裁判員を解任されたと中で裁判員を解任されたと中で裁判員を解任されたと

き は 裁 判 員 休 暇 は 終 了 すき は 裁 判 員 休 暇 は 終 了 すき は 裁 判 員 休 暇 は 終 了 すき は 裁 判 員 休 暇 は 終 了 す

る。この場合、直ちにそのる。この場合、直ちにそのる。この場合、直ちにそのる。この場合、直ちにその

旨を会社に報告しなければ旨を会社に報告しなければ旨を会社に報告しなければ旨を会社に報告しなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。

（解説）これも、不選任決

定がなされた場合と同様の

発想に立つ規定です。

その他その他その他その他■

第○条 裁判員としての職第○条 裁判員としての職第○条 裁判員としての職第○条 裁判員としての職

務が所定労働時間内に終了務が所定労働時間内に終了務が所定労働時間内に終了務が所定労働時間内に終了

した場合において、業務上した場合において、業務上した場合において、業務上した場合において、業務上

の必要性がある場合には、の必要性がある場合には、の必要性がある場合には、の必要性がある場合には、

会社は従業員に対して就業会社は従業員に対して就業会社は従業員に対して就業会社は従業員に対して就業

時刻まで勤務に就くよう命時刻まで勤務に就くよう命時刻まで勤務に就くよう命時刻まで勤務に就くよう命

ずることができる。ずることができる。ずることができる。ずることができる。

（解説）このような規定が

ないと、一旦労働義務を免

除した従業員に対し、会社

は当然には出勤を命ずるこ

とは出来ないのです。

なお、裁判員として裁判

の審理に携わることは相当

神経をすり減らすことを意

味します。少々時間が余っ

たからといっても労働に適

した状態とは言えないかも

。 、しれません 私個人的には

ゆっくり休ませてあげて下

さ い と 言 い た い と こ ろ で

す。

有給休暇の取得要件と有給休暇の取得要件と有給休暇の取得要件と有給休暇の取得要件と■

の関係の関係の関係の関係

第○条 第○条記載の裁判第○条 第○条記載の裁判第○条 第○条記載の裁判第○条 第○条記載の裁判

員特別休暇は、○条記載の員特別休暇は、○条記載の員特別休暇は、○条記載の員特別休暇は、○条記載の

有給休暇の発生要件との関有給休暇の発生要件との関有給休暇の発生要件との関有給休暇の発生要件との関

係においては、全労働日か係においては、全労働日か係においては、全労働日か係においては、全労働日か

らは除外し出勤しない扱いらは除外し出勤しない扱いらは除外し出勤しない扱いらは除外し出勤しない扱い

とする。とする。とする。とする。

労働基準法上の年次有給

休暇については、前年度の

「全労働日の８割以上出勤

した」ことが発生要件です

（ ）。労基法３９条１項２項

ところで、裁判員のよう

な「公の職務を執行 （労」

基法７条）する場合、年休

の発生要件との関係でどの

ように扱うかは何ら規定が

ありません。

従って、取り扱いのあり

方について就業規則上規定

がないと実務上混乱を来し

ます。

最後に最後に最後に最後に■

本レポートは 「社員が本レポートは 「社員が本レポートは 「社員が本レポートは 「社員が、、、、

裁判員に選ばれたらどうす裁判員に選ばれたらどうす裁判員に選ばれたらどうす裁判員に選ばれたらどうす

るか？ （労働調査会）をるか？ （労働調査会）をるか？ （労働調査会）をるか？ （労働調査会）を」」」」

。 、。 、。 、。 、参考にしました 詳しくは参考にしました 詳しくは参考にしました 詳しくは参考にしました 詳しくは

同書をご参照下さい。同書をご参照下さい。同書をご参照下さい。同書をご参照下さい。
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